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次  第 

 

1. 開 会 

2. 議 題 

(1) キャリア教育について 

 

(2) 今後の学校施設整備の考え方について 

 

(3) その他 

 

 

3. 閉 会 
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中学校におけるキャリア教育について 

 

 

１ キャリア教育の定義 

  一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を通してキャ

リア発達を促す教育。キャリア発達とは、社会の中で自分の役割を果たしながら、自

分らしい生き方を実現していく過程のことである。 

          （中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の 

在り方について（答申）」（平成２３年１月３１日） 

 

２ キャリア教育の教育課程における位置づけ 

  各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動なども含め、学校の教育活動全体を通し

て取り組む。学校全体でキャリア教育を推進するためには、中学校段階の発達課題を解決

できるような取組を展開する必要があり、キャリア教育の全体計画やそれを具体化した

年間指導計画を作成することが大切である。また、キャリア教育を通して育成すべき能力

や態度などをどのような内容や方法によって身に付けさせようとするのかを系統的に計

画し、それを教育課程に位置付けていくことが重要である。 

          （中学校 キャリア教育の手引き 平成２３年３月 文部科学省） 

 

３ 学校での取組例 

１年 ２年 ３年 支援級 

・職場見学 

  地域の中の様々

な職場へ見学に

行く。 

・職業学習 

  様々な業種の職

業人を招き講話

を聞く。 

・職場体験 

  地域の中の 

様々な職場へ、

体験に行く。 

 

・高校見学 

・進路指導 

 自分の適性に合わ

せた進路を決定す

る。 

 

・職場体験 

 地域の中の様々な

職場へ、体験に行

く。  

・製造や販売の体験

（校内） 

 カレーライス作り

を通して、仕入れ

から販売の体験を

行う。 

 

手持資料１－１ 
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今後の学校施設整備の考え方について 

 

１ 施設整備の必要性 

（１）施設の老朽化 

本市の市立小・中学校及び幼稚園は、築 40～50年経過した施設が約 5割を占めており、

老朽化により、今後一斉に「大規模な改修」や「建替え」を必要とする時期を迎える。 

 

（２）児童生徒数の減少 

・平成 28年度に実施した調査（委託）によると、本市全体の児童・生徒数は昭和 57

年の 26,619人をピークに、平成 28年には、14,045人とピーク時の 53％（減少率

47％）まで減少している。 

・平成 33年には、ピーク時の 49％まで下落し、半数以下となる試算となっている。 

 

（３）公共施設の再編 

・近年の厳しい財政状況の下、公共施設には、整備・維持保全を適正化し、財政負担の

軽減・平準化を図ることが求められている。 

・本市「公共建築物マネジメント基本計画（平成 29年 3月）」では、今後の施設整備に

ついて、機能・配置を見直し再編するとともに、総量を縮減し将来的なトータルコス

トを抑える考え方が示されている。 

 

２ 学校施設整備の方向性 

（１）基本的な考え方 

  ・各施設の整備は、主に築年数の古い順に実施することとし、整備方法については、

築年数 40年未満の場合には「長寿命化改修（大規模な改修）」、40年以上の場合に

は「改築（建替え）」を基本とする。 

  ・今後一斉に整備時期を迎えることになる小中学校の整備を適正に行っていくために

は、再編や改築の際に施設数や施設面積を減らしていくことが求められている。 

・現在、市内全 26地区で地域コミュニティ組織が設立され、今後、自立した運営を目

指して主に小学校等に事務局機能を含む地域拠点を設置することや、学校も、社会

に開かれた教育課程の理念のもと、地域の人々とともに子どもを育てていくという

視点に立ち、地域の人材や物的資源を活用した学校教育を実施するなど、地域と連

携し、地域に根差した施設として重要な役割を担っていることを考慮する。 

 

 

資料２ 
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３ 学校施設再編の方向性 

（１）基本的な考え方 

ア 小・中学校の適正規模 

・学校教育においては、児童生徒が集団の中で資質や能力を伸ばしていくことが重要

であり、小・中学校では一定の集団規模の確保が望まれる。 

・適正規模に達していない学校は、基本的にできるだけ適正規模を確保し、より良い

環境を実現していくべきである。 

 

イ 小・中学校の適正配置 

・学校の配置に当たっては、児童生徒の通学条件を考慮することが望まれる。 

・再編等による学区の決定にあたっては、児童生徒の負担面や安全面などに配慮し、

地域の実態を踏まえた適切な通学条件や手段を確保していくべきである。 

 

 

 

  

参考「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引（文部科学省）」 

 

・学級数については小学校・中学校とも「12学級以上 18学級以下」を標準とする。 

・通学距離・時間については「小学校にあってはおおむね 4km以内、中学校にあって

はおおむね 6km以内」、「おおむね 1時間以内」 

 

 

 

 

ウ 再編の例 

再編手法としては、主に次のような例が考えられる。 

・統合 （学校施設間の再編） 

①小学校と小学校、中学校と中学校、幼稚園と幼稚園 

②小学校と中学校、小・中学校と幼稚園（保育園） 

・複合化 （学校施設と他の施設の再編） 

①公共施設と小学校、公共施設と中学校 

②民間施設と小学校、民間施設と中学校、民間施設と幼稚園（保育園） 
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（２）小学校再編の考え方 

・平成 33年には、小学校の約半数が「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に

関する手引」に定める基準以下の規模となる可能性があるため、統合による適正規

模の確保が課題となる。 

・今後、公共施設全体の再編が進む中で、小学校は地域の核となる施設として適正な

配置を考慮する必要がある。 

 

（３） 中学校再編の考え方 

・平成 33年には、中学校の約半数が「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に

関する手引」に定める基準以下の規模となる可能性があるため、児童生徒の通学条

件や手段を考慮した配置の中で、適正規模の確保が課題となる。 

・そのため、中学校同士の統合や、中学校を小学校へ統合する方法も考える必要があ

る。 

 

（４）幼稚園再編の考え方 

・公立幼稚園については、教育・保育の一体化の中で「認定子ども園化」などを検討

していく。 

・この方向性に従いながら、近隣の小・中学校との統合の検討も行う必要がある。 

 

（５）他施設との複合化の考え方 

・施設再編においては、地域のニーズを考慮し、地域にとって有益な施設整備を行っ

ていく必要がある。 

・学校施設の複合化については、地域コミュニティ組織事務局や社会教育施設など、

公共施設との複合化のほか、高齢者の福祉施設、コンビニや商業施設、民間貸付住

宅（マンション）などの民間施設との複合化が考えられる。 
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４ 整備における留意点 

・地域コミュニティ活動の拠点 

児童生徒等の活動と地域住民の活動がそれぞれ円滑に行われるよう、領域及び動線

の明確化やセキュリティ設備の設置に配慮する。 

・防災拠点 

災害時の避難所としての機能確保のため、小・中学校体育館に必要な整備をするよ

う考慮する。 

・バリアフリー 

校舎内の段差解消、多目的トイレの整備など、誰もが学校施設を利用できるよう配

慮する。 

・学習環境 

新たな教育的課題への対応や、多様な学習活動に対応可能な空間を整備するよう考

慮する。 

・環境への配慮 

省エネルギーに配慮した建物や設備を整備することにより、環境負荷への低減を図

る。 

・木質化 

学習面や児童生徒の心理面・健康面などに効果が認められる木材利用を推進するよう

考慮する。 

・プール 

   今後の利用状況や維持管理費用を総合的に考慮し、共用化や民間委託化について研究

する。 

・標準的な仕様の設定 

   施設の規模や教室の構成などを標準仕様とすることで、維持管理の効率化を図るよう

考慮する。 

・整備時期・サイクル 

施設は今後一斉に施設更新の時期を迎えるため、整備時期やサイクルについて調整し

ていく。 

 

５ 学校施設整備計画 

  学校施設の整備に係る計画については、平成 30年度末までに策定される市全体の「公

共施設再編基本計画」と整合を図りながら具体的な検討を行い、文部科学省の「インフ

ラ長寿命化基本計画」に定められたように、平成 32年度末までに策定する。 


